
参考資料１ 



締約国による保全状況報告書の提出様式 

（（世界遺産条約履行のための）作業指針第 169 段に準拠する） 

 

世界遺産登録資産名（締約国）（決議番号） 

１．報告書の要約 

〔注：以下の各項目(each sections)の要約を１ページ以内にまとめること。〕 

 

２．世界遺産委員会決議への対応 

〔注：資産に対する直近の世界遺産委員会決議に対して、段落ごと（paragraph by paragraph）に

示すこと。〕 

資産が危機遺産一覧表に記載されている場合は、以下に関する詳細情報も提供するこ

と。 

a) 世界遺産委員会により決議された改善方法の達成状況 

〔注：各改善方法について、正確な日付、数値等を含む事実関係を個別に示すこと。〕 

必要があれば、各改善方法の成功要因又は難点を明らかにすること。 

b) 改善に要する期間 (timeframe)は適切か？もし適切でないのであれば、期間

(timeframe)の代替案を提案し、なぜこの代替案が必要なのかを説明すること。 

c) 危機遺産一覧表から除外されるために要求された保全の進捗状況 

 

３．締約国が、資産の顕著な普遍的価値に影響を与える可能性があると認識しているその

他の保全に関する問題 

〔注：世界遺産委員会決議または世界遺産センターから要求された情報によって、言及されていない

保全に関する問題を含むこと。〕 

 

４．作業指針第 172 段に基づく、真実性・完全性を含む資産の顕著な普遍的価値に影響を

与える可能性のある構成資産及び緩衝地帯において予定されている大規模な復元又は新

規工事に関する説明 

 

５．保全状況報告書へのパブリックアクセス 

〔注：保全状況報告書は、世界遺産センターの保全情報システム（the World Heritage Centre’s State 
of conservation Information System）にアップロードされる（http://whc.unesco.org/en/soc）。締約

国が保全状況報告書全体のアップロードを要求しない場合、１ページにまとめた要約（上記の１.）

のみが、パブリックアクセスのためにアップロードされる。〕 

【仮訳】 


